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参考資料５ 
特定防除資材（特定農薬）に関する関係法令等 

 
○農薬取締法（昭和二十三年七月一日法律第八十二号）（抄） 
（農薬の登録） 
第二条 製造者又は輸入者は、農薬について、農林水産大臣の登録を受けなければ、これ

を製造し若しくは加工し、又は輸入してはならない。ただし、その原材料に照らし農作

物等、人畜及び水産動植物に害を及ぼすおそれがないことが明らかなものとして農林水

産大臣及び環境大臣が指定する農薬（以下「特定農薬」という。）を製造し若しくは加

工し、又は輸入する場合、第十五条の二第一項の登録に係る農薬で同条第六項において

準用する第七条の規定による表示のあるものを輸入する場合その他農林水産省令・環境

省令で定める場合は、この限りでない。  

２ 前項の登録の申請は、次の事項を記載した申請書、農薬の薬効、薬害、毒性及び残留

性に関する試験成績を記載した書類並びに農薬の見本を提出して、これをしなければな

らない。  

一 ～ 十 （略） 
３ ～６ （略）  
 
（記載事項の訂正又は品質改良の指示） 
第三条 農林水産大臣は、前条第三項の検査の結果、次の各号のいずれかに該当する場合

は、同項の規定による登録を保留して、申請者に対し申請書の記載事項を訂正し、又は

当該農薬の品質を改良すべきことを指示することができる。 

一 申請書の記載事項に虚偽の事実があるとき。 
二 前条第二項第三号の事項についての申請書の記載に従い当該農薬を使用する場合

に農作物等に害があるとき。 

三 当該農薬を使用するときは、使用に際し、危険防止方法を講じた場合においても

なお人畜に危険を及ぼすおそれがあるとき。 

四 前条第二項第三号の事項についての申請書の記載に従い当該農薬を使用する場合

に、当該農薬が有する農作物等についての残留性の程度からみて、その使用に係る農

作物等の汚染が生じ、かつ、その汚染に係る農作物等の利用が原因となつて人畜に被

害を生ずるおそれがあるとき。 

五 前条第二項第三号の事項についての申請書の記載に従い当該農薬を使用する場合

に、当該農薬が有する土壌についての残留性の程度からみて、その使用に係る農地等

の土壌の汚染が生じ、かつ、その汚染により汚染される農作物等の利用が原因となつ

て人畜に被害を生ずるおそれがあるとき。 

六 当該種類の農薬が、その相当の普及状態のもとに前条第二項第三号の事項につい

ての申請書の記載に従い一般的に使用されるとした場合に、その水産動植物に対する

毒性の強さ及びその毒性の相当日数にわたる持続性からみて、多くの場合、その使用
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に伴うと認められる水産動植物の被害が発生し、かつ、その被害が著しいものとなる

おそれがあるとき。 

七 当該種類の農薬が、その相当の普及状態のもとに前条第二項第三号の事項につい

ての申請書の記載に従い一般的に使用されるとした場合に、多くの場合、その使用に

伴うと認められる公共用水域（水質汚濁防止法（昭和四十五年法律第百三十八号）第

二条第一項に規定する公共用水域をいう。第十二条の二において同じ。）の水質の汚

濁が生じ、かつ、その汚濁に係る水（その汚濁により汚染される水産動植物を含む。

第十二条の二において同じ。）の利用が原因となつて人畜に被害を生ずるおそれがあ

るとき。 

八 当該農薬の名称が、その主成分又は効果について誤解を生ずるおそれがあるもの

であるとき。 

九 当該農薬の薬効が著しく劣り、農薬としての使用価値がないと認められるとき。 

十 公定規格が定められている種類に属する農薬については、当該農薬が公定規格に

適合せず、かつ、その薬効が公定規格に適合している当該種類の他の農薬の薬効に比

して劣るものであるとき。 

２ （略） 

３ 第一項の規定による指示を受けた者が、その指示を受けた日から一箇月以内にその指

示に基づき申請書の記載事項の訂正又は品質の改良をしないときは、次条第一項の規定

により異議の申出がされている場合を除き、農林水産大臣は、その者の登録の申請を却

下する。  

 

（製造者及び輸入者の農薬の表示） 
第七条 製造者又は輸入者は、その製造し若しくは加工し、又は輸入した農薬を販売する

ときは、その容器（容器に入れないで販売する場合にあつてはその包装）に次の事項の

真実な表示をしなければならない。ただし、特定農薬を製造し若しくは加工し、若しく

は輸入してこれを販売するとき、又は輸入者が、第十五条の二第一項の登録に係る農薬

で同条第六項において準用するこの条の規定による表示のあるものを輸入してこれを販

売するときは、この限りでない。  

一 ～ 十二 （略） 
 
（販売者についての農薬の販売の制限又は禁止等） 
第九条 販売者は、容器又は包装に第七条（第十五条の二第六項において準用する場合を

含む。以下この条及び第十一条第一号において同じ。）の規定による表示のある農薬及

び特定農薬以外の農薬を販売してはならない。  

２ ～ ４（略） 
 
（虚偽の宣伝等の禁止） 
第十条の二 製造者、輸入者（輸入の媒介を行う者を含む。）又は販売者は、その製造し、
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加工し、輸入（輸入の媒介を含む。）し、若しくは販売する農薬の有効成分の含有量若

しくはその効果に関して虚偽の宣伝をし、又は第二条第一項若しくは第十五条の二第一

項の登録を受けていない農薬について当該登録を受けていると誤認させるような宣伝を

してはならない。  

２ 製造者又は輸入者は、その製造し、加工し、又は輸入する農薬について、その有効成

分又は効果に関して誤解を生ずるおそれのある名称を用いてはならない。  

 
（使用の禁止） 
第十一条 何人も、次の各号に掲げる農薬以外の農薬を使用してはならない。ただし、試

験研究の目的で使用する場合、第二条第一項の登録を受けた者が製造し若しくは加工し、

又は輸入したその登録に係る農薬を自己の使用に供する場合その他の農林水産省令・環

境省令で定める場合は、この限りでない。  

一 容器又は包装に第七条の規定による表示のある農薬（第九条    第二項の規定に

よりその販売が禁止されているものを除く。） 

二 特定農薬 

 
（農業資材審議会） 
第十六条 農林水産大臣は、第一条の二第一項の政令の制定若しくは改廃の立案をしよう

とするとき、第一条の三の規定により公定規格を設定し、変更し、若しくは廃止しよう

とするとき、第六条の三第一項の規定により変更の登録をし、若しくは登録を取り消そ

うとするとき、第九条第二項の農林水産省令を制定し、若しくは改廃しようとするとき、

又は第十四条第三項に規定する農薬の検査方法を決定し、若しくは変更しようとすると

きは、農業資材審議会の意見を聞かなければならない。  

２ （略） 
３ 農林水産大臣及び環境大臣は、第二条第一項の規定により特定農薬を指定し、若しく

は変更しようとするとき、又は第十二条第一項の農林水産省令・環境省令を制定し、若

しくは改廃しようとするときは、農業資材審議会の意見を聴かなければならない。  
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○農林水産省、環境省告示第一号（平成十五年三月四日） 
農薬取締法（昭和二十三年法律第八十二号）第二条第一項の規定に基づき、特定農薬 

を次のように定め、平成十五年三月十日から施行する。 
一 天敵 

昆虫綱及びクモ綱に属する動物（人畜に有害な毒素を産生するものを除く。）であ 

って、使用場所と同一の都道府県内（離島（その地域の全部又は一部が離島振興法（昭 

和二十八年法律第七十二号）第二条第一項の規定により指定された同項の離島振興対 

策実施地域に含まれる島、小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和四十四年法律第七十 

九号）第二条第一項に規定する小笠原諸島の区域に含まれる島、奄美群島振興開発特 

別措置法（昭和二十九年法律第百八十九号）第一条に規定する奄美群島の区域に含ま 

れる島及び沖縄振興特別措置法（平成十四年法律第十四号）第三条第三号に規定する 

離島をいう。）にあっては、当該離島内）で採取されたもの 

二 一以外のもの 
重曹及び食酢 

 

○食品安全基本法（平成十五年五月二十三日法律第四十八号） （抄） 
（委員会の意見の聴取） 
第２４条 関係各大臣は、次に掲げる場合には、委員会の意見を聴かなければならない。 

ただし、委員会が第十一条第一項第一号に該当すると認める場合又は関係各大臣が同項 
第三号に該当すると認める場合は、この限りでない。 

１ （略） 

２ 農薬取締法（昭和２３年法律第８２号）第１条の３の規定により公定規格を設定 

し、変更し、若しくは廃止しようとするとき、同法第２条第１項の規定により特定農 

薬を指定し、若しくは変更しようとするとき、又は同法第３条第２項（同法第１５条 

の２第６項において準用する場合を含む。）の基準（同法第３条第１項第６号又は 

第７号に掲げる場合に該当するかどうかの基準を除く。）を定め、若しくは変更し 

ようとするとき。 

（以下略） 


